
愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分）補助金交付要綱の一部改正 新旧対照表 

新 旧 
（通則） 

第１から第 15 まで 略 

 

附 則 

略 

附 則 

この要綱は、令和７年１２月５日に施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（通則） 

同左 

 

附 則 

同左 

 



新 旧 
別表 

介護従事者の確保に関する事業 

１ 基金事業 ２ 交付の対象 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助事業者 ６ 補助率 

 

介護の普及啓発事業の項から喀痰吸引等整備事業の項まで 略 

 

外国人介護留

学生奨学金給

付等支援事業 

 

 

 

令和 7年 11 月

17 日付け社援

基発 1117 第 1

号厚生労働省

社会・援護局福

祉基盤課長通

知に基づき実

施する事業及

び平成 31 年 4

月 1 日付け 31

地福第 220 号

福祉局長通知

の「外国人介護

留学生奨学金

給付等支援事

業実施要綱」に

基づき実施す

る事業 

 

略 略 略 略 

外国人介護人

材受入施設等

環境整備支援

事業 

 

 

令和 7年 11 月

17 日付け社援

基発 1117 第 1

号厚生労働省

社会・援護局福

祉基盤課長通

知に基づき実

施する事業及

び令和2年8月

12 日付け２高

福第 698 号福

祉局長通知の

「外国人介護

人材受入施設

等環境整備支

援事業実施要

綱」に基づき実

施する事業 

 

略 略 略 略 

 

介護人材確保対策連携支援事業の項から介護福祉士等修学資金貸付事業の項まで 略 

 
 

別表 

介護従事者の確保に関する事業 

１ 基金事業 ２ 交付の対象 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助事業者 ６ 補助率 

 

同左 

 

外国人介護留

学生奨学金給

付等支援事業 

 

 

令和 6 年 10 月

9日付け社援基

発 1009 第 1 号

厚生労働省社

会・援護局福祉

基盤課長通知

に基づき実施

する事業及び

平成 31 年 4 月

1 日付け 31 地

福第 220 号福

祉局長通知の

「外国人介護

留学生奨学金

給付等支援事

業実施要綱」に

基づき実施す

る事業 

 

同左 同左 同左 同左 

外国人介護人

材受入施設等

環境整備支援

事業 

令和 6 年 10 月

9日付け社援基

発 1009 第 1 号

厚生労働省社

会・援護局福祉

基盤課長通知

に基づき実施

する事業及び

令和 2 年 8 月

12 日付け２高

福第 698 号福

祉局長通知の

「外国人介護

人材受入施設

等環境整備支

援事業実施要

綱」に基づき実

施する事業 

 

同左 同左 同左 同左 

 

同左 

 
 

 



新 旧 
 

介護人材確保対策連携支援事業の項から介護福祉士等修学資金貸付事業の項まで 略 

 

外国人介護福

祉士候補者受

入施設学習支

援事業（介護

施設等） 

 

 

令和 7 年 11 月

17 日付け社援

基発 1117 第 1

号厚生労働省

社会・援護局福

祉基盤課長通

知に基づき実

施する事業及

び令和5年9月

12 日付け５高

福第 2704 号福

祉局長通知の

「外国人介護

福祉士候補者

受入施設学習

支援事業（介護

施設等）実施要

綱」に基づき実

施する事業 

 

略 略 略 略 

外国人介護人

材技能向上研

修事業 

 

 

 

令和 7 年 11 月

17 日付け社援

基発 1117 第 1

号厚生労働省

社会・援護局福

祉基盤課長通

知に基づき実

施する事業及

び令和5年9月

12 日付け５高

福第 2704 号福

祉局長通知の

「外国人介護

人材技能向上

研修事業実施

要綱」に基づき

実施する事業 

 

略 略 略 

 

略 

 

 

同左 

 

外国人介護福

祉士候補者受

入施設学習支

援事業（介護

施設等） 

 

 

令和 6 年 10 月

9日付け社援基

発 1009 第 1 号

厚生労働省社

会・援護局福祉

基盤課長通知

に基づき実施

する事業及び

令和 5 年 9 月

12 日付け５高

福第 2704 号福

祉局長通知の

「外国人介護

福祉士候補者

受入施設学習

支援事業（介護

施設等）実施要

綱」に基づき実

施する事業 

 

同左 同左 同左 同左 

外国人介護人

材技能向上研

修事業 

令和 6 年 10 月

9日付け社援基

発 1009 第 1 号

厚生労働省社

会・援護局福祉

基盤課長通知

に基づき実施

する事業及び

令和 5 年 9 月

12 日付け５高

福第 2704 号福

祉局長通知の

「外国人介護

人材技能向上

研修事業実施

要綱」に基づき

実施する事業 

 

同左 同左 同左 同左 

 

 
 
 


